
議案第３２号 

 

三田市老人等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定 

について 

 

三田市老人等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり定め

る。 

 

平成２４年２月２１日提出 

 

三田市長 竹 内 英 昭    



三田市条例第  号 

 

三田市老人等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

 

三田市老人等医療費の助成に関する条例（平成４年三田市条例第１６号）の一部

を次のように改正する。 

第３条第１項第２号中「以下同じ。）の額」を「）の額」に、「以下同じ。）が」を

「）が」に改める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２４年７月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の三田市老人等医療費の助成に関する条例（以下「改正

後の条例」という。）の規定は、施行日以降に受けた医療について適用し、同日前

に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。 

（市町村民税の額の算定の特例） 

３ 当分の間、改正後の条例第３条第１項第２号中「地方税法の規定による市町村

民税の同法第２９２条第１項第２号に掲げる所得割（同法第３２８条の規定によ

って課する所得割を除く。）の額」については、地方税法等の一部を改正する法律

（平成２２年法律第４号）による改正前の地方税法第３１４条の２第１項第１１

号を適用して算定するものとする。 


